
住 所
〒

柏崎市

ふ り が な

氏 名

電話番号
※平日日中に連絡の取れる電話番号をご記入ください。

メール
アド レ ス

●申込期間
2 0 2 3 年 4 月 1 9 日 ( 水 )  8 : 3 0 〜

5 月 1 2 日 （ ⾦ ） 1 7 : 1 5  到 着 分
定員に達した場合は市ホームページでお知らせします。

●申込先
〒945-8511 柏崎市日石町2-1
市役所４階 柏崎市建築住宅課 宛郵送･持参

F A X 0257-23-5116

お 問 い 合 わ せ 先 柏 崎 市 建 築 住 宅 課 指 導 係
T E L ︓ 0 2 5 7 - 2 1 - 2 2 9 1 （ 直 通 ）

空き家所在地 柏崎市

相談内容
□ 空き家の売買・賃貸
□ 土地・建物の価格調査
□ 庭木のせん定・伐採
□ 相続・不在者・成年後⾒・財産管理などの法律問題
□ 所有者調査・相続書類作成
□ 空き家の⾒回り・管理
□ 近隣の空き家で困っていることがある

□ 土地・建物の境界調査
□ 空き家の解体・修繕
□ 空き家の除草
□ 相続・登記・成年後⾒・財産管理
□ 空き家の利活⽤相談（ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ）
□ 空き家バンク
□ その他

（具体的な相談内容をご記入ください）

※相談内容について、市から電話で確認する場合があります。
※ご提供いただいた個人情報は、当相談会の開催目的以外に利⽤することはございません。

相談の
希望時間帯
（ご希望する時
間帯にチェックを
入れてください。
複数希望可)

午前 □① 9︓00〜9︓45  □②10︓00〜10︓45
□③11︓00〜11︓45

午後 □④13︓00〜13︓45 □⑤14︓00〜14︓45
□⑥15︓00〜15︓45 □⑦16︓00〜16︓45

 相談時間は１組につき約45分です。
 時間帯別に先着順で受付をします。申し込み状況によっては時間帯の調整をお願いする

場合があります。予めご了承ください。
 複合的な相談を優先しますので、相談内容によっては、相談会ではなく、個別の相談先を

ご案内させていただく場合があります。
 相談日時は、後日柏崎市からお送りする「予約完了通知書」にてお知らせします。

下記につ いてもご記入くだ さ い 。

【 申 込 書 】
無料相談会の対象者 柏 崎 市 内 に あ る 空 き 家 で 悩 ん で い る 方


